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広
島
県
副
知
事
の
担
任
事
務
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 
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広
島
県
副
知
事
の
担
任
事
務
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

広
島
県
副
知
事
の
担
任
事
務
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
九
年
広
島
県
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
第
二
号
イ
中
「
会
計
管
理
局
」
を
「
会
計
管
理
部
」
に
、
「
総
務
部
財
務
局
、
政
策
企
画
部
、
地

域
振
興
部
、
農
林
水
産
部
、
土
木
部
、
都
市
部
及
び
空
港
港
湾
部
」
を
「
総
務
局
財
務
部
、
企
画
振
興
局
、

農
林
水
産
局
、
土
木
局
及
び
都
市
局
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
公
営
企
業
部
」
を
「
企
業
局
」
に
改
め
、
同

条
第
三
号
イ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

イ 

危
機
管
理
監
、
総
務
局
総
務
管
理
部
及
び
秘
書
広
報
部
、
環
境
県
民
局
、
健
康
福
祉
局
並
び
に
商

工
労
働
局
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


